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今年度も、６月１日（月）から 

「労働保険の年度更新」が始まります。 

～事業主の皆様、労働保険の更新をお忘れなく～ 

◎ 令和元年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と令和

２年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きを行います。 

◎ 本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ申告・納付

期限が延長され、８月３１日（月）期限となります。 

       

<申告・納付手続きの方法>  

次の 3つの方法がありますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から「電

子申請」又は「郵送」をお願いします 

①金融機関・郵便局に申告書とともに保険料を納付する。 

②佐賀労働局や最寄りの労働基準監督署に、申告書を郵送する。 

③電子申請を行う。（24 時間いつでも利用できます。） 

 

<労働保険の納付猶予の特例> 

   ※新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事

業主の方におかれては、申請により認められた場合、１年間、特例として労働保険料

等の納付を猶予することができます。 

 <参考> 

①労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の２つの制度を総称したものです。 

・「労災保険」は、労働者が仕事上の事由や通勤によって負傷したり、不幸にも死亡

された場合等に必要な保険給付を行う制度です。 

・「雇用保険」は、労働者が失業した場合等に、労働者の生活や雇用の安定を図るた

めの制度です。     

②労働者を一人でも雇用していれば、業種や規模にかかわらず、労災保険への加入が必

要です。また、１週間の所定労働時間が 20 時間以上かつ 31 日以上の雇用の見込があ

る方は、雇用保険に加入しなければなりません。 

＊労働保険の加入手続き等については、お近くの労働基準監督署又は労働保険徴収室に

ご相談ください。 
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